
 

- 1 - 

 

1 「コロナ禍」における家畜保健衛生所の業務対応 

 

○林 朋弘  寺崎 敏明 

 

要 約 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行による令和 2 年 4 月 7 日付緊急事態宣言発令を

受けて、当所では 4月 8日から 5月 20日までの間、出勤抑制が実施された。出勤者の少な

い状況下での業務を遂行するため、①緊急性に基づく業務優先度の設定、②テレワーク等

を活用した業務執行体制確保、③業務の継続性確保のため業務マニュアル等の整備を行っ

た。 

業務の優先度設定では、延期または中止が可能なものと実施しなければならない事業の

仕分けを行った。執行体制の確保では、テレワークを活用して職員間の情報共有等を実施

した。業務の継続性確保では、業務マニュアル等を整備し職員間で共有することで対応し

た。以上の対応により、業務の大幅な見直し、テレワークの導入によるリモート会議等新

たなコミュニケーションツールの取得等の効果があった。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症（本病）は、

令和元年以降、世界的な流行を引き起こし

ている。本病の流行は、家畜保健衛生所（家

保）の業務にも様々な影響を及ぼしたが、

その対応ついてまとめたので概要を報告

する。 

本病の感染拡大に伴い、都では令和 2

年 2月以降、時差通勤およびテレワークを

週 4 日程度実施する措置が執られていた

が、4月 7日、政府による「改正新型イン

フルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊

急事態宣言（宣言）の発令を受けて出勤者

数を 2割程度に抑制することとなった。家

保では、各担当 1名の出勤、このうち所長

もしくは課長代理職が 1 名以上出勤する

こととし、非出勤職員は自宅でのテレワー

ク対応を行った。 

 

緊急事態宣言に伴う対応 

本病の感染状況等を踏まえ、家保では、

宣言発令に備えて事前に以下について検

討を行った。①緊急性に基づく業務優先度

の設定、②テレワーク等を活用した業務執

行体制確保、③業務の継続性確保のため業

務マニュアル等の整備 

 

緊急性に基づく業務優先度の設定 

宣言期間中に優先的に実施すべき業務

は、表 1のとおり、家畜伝染病のまん延防

止や法に基づく各種届出受理など職員の

出勤が必要な事業と、宣言期間中一時休止

または延期するものを設定した。 
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 特に野生イノシシの豚熱（CSF）検査に

ついては、CSFウイルス感染個体が関東近

県で確認されていたことから、都内侵入へ

の監視を強化するため、感染リスクの高い

死亡個体の検査を継続することとした。 

なお、一時休止または延期していた業務

は宣言解除後に順次再開していったもの

の、その一部については令和 3年 1月に発

令された二度目の宣言に伴って当該年度

内の規模を縮小したほか、止むを得ず年度

内の実施自体を見送ったものもあった。 

 

宣言期間中における執行体制の確保 

働き方改革の一端として推進されてき

たテレワークは、東京都においても平成

28 年度以降、導入が進められてきた。宣

言の発令に伴い、出勤を抑制するため一層

の推進が図られたが、職員の通信環境の整

備等で混乱が見られた。 

テレワークの一層の推進によりリモー

ト会議やメール等の活用により在宅勤務

においても職場との意思疎通は十分可能

なことが分かった。一方、農場における衛

生指導や検査等が実施できず、一部事業の

見直しが必要となった。また、出勤者を限

定したことにより、獣医師職員が出張等業

で不在となり、事務職員 1名のみとなって

しまう事例もあった。 

 

業務の継続性確保のための 

業務マニュアル等の整備 

病性鑑定担当のように専門性の高い担

当では、他の担当職員では検査対応が困難

なため、テレワークの実施が困難だった。 

そこで細菌検査担当の主要業務である

生乳検査等について、細菌検査担当以外で

も対応ができるように図 1 に示すマニュ

アルを共有することで、他の担当でも検査

ができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

宣言発令による病性鑑定業務への影響

として、病性鑑定受付検体数を図 2に示す。

受付検体数は宣言期間中から 7 月にかけ

て過去 3 年の平均実績と比較すると大き

く減少した。 
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これは防疫・指導担当の事業に付随して

実施している、鶏卵のサルモネラ検査等が

休止・延期されたためで、延期されていた

事業については、宣言解除後に実施したこ

とから、9月は過去 3年の平均実績を上回

った。 

全国家畜衛生職員会が実施した、家保事

業に係る新型コロナウイルス感染症の影

響に対するアンケート調査結果 1)の一部

を図 3に示す。回答のあった 8割以上の家

保で宣言期間中における業務内容の見直

しが実施されていた。一方テレワークにつ

いては、現場主体という業務上の理由から

実施率は半分強であり、時差出勤や別室で

の勤務、週休日の変更等によって職員同士

の接触を減らす工夫を行う家保も多かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、医療機関での本病対応のため全国

的に防護服やピペットチップ等が不足～

入手が困難となったほか、実際に公衆衛生

部局からの要請に応じる形で家保から資

材の供出や業務応援目的での職員の派遣

が行われた県もあった。1) 

都では、令和 3 年 1 月 7 日から 3 月 21

日、4月 25日から 6月 20日、7月 12日か

ら 8 月 22日の期間に宣言が発令された。

この期間は、引き続き 7割以上の出勤抑制

を積極的に推進しているが、家保では業務

の性質上、対応が困難な状況にある。 

一方で、令和 2年秋以降に全国各地で高

病原性鳥インフルエンザや CSF の発生が

相次ぎ、都でもこれまでに発生県からの応

援要請に応じて延べ 12名の職員を発生各

県へ派遣した。このような状況のなか、一

層の家畜衛生対策の推進と本病への対策

を併せて実施している。 

本病の対策は、家保業務におけるテレワ

ークの推進とリモート会議等の新しい業

務環境の浸透を一気に推し進めた。本病の

終息はまだまだ先行き不透明な状況であ

るが、ピンチをチャンスに変えて行けるよ

う、職員が一致団結して今後も対応に当た

りたいと考えている。 
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